
「IC カード乗車券取扱基準規程」新旧対照表 

現 行（2018 年 3 月 17 日制 定） 改 正（2021 年 3 月 13 日改 正） 

ＩＣカード乗車券取扱基準規程 

 

第１編 総則 

 

（目的） 

第１条 ＩＣカード乗車券取扱規則（以下「規則」という。）の定めに基づく旅客の運送及びその取扱方については、

ＩＣカード乗車券取扱規則によるほか、この規程に定めるところによる。 

 ２ この規程に定めていない事項については、法令及び別に定めるところによる。 

（注１） 法令の主なものについては、次のとおりである。 

（１） 鉄道営業法（明治３３年法律第６５号） 

（２） 鉄道運輸規程（昭和１７年鉄道省令第３号） 

（３） 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号） 

（注２） 別に定めるところの主なものについては、次のとおりである。 

（１） 旅客営業規則（平成９年６月１日） 

（２） 旅客営業取扱基準規程（平成９年６月１日） 

（３） ＩＣカード関連帳票取扱実施基準 

（４） ＰＡＳＭＯ取扱規則（２００６年１１月１５日付株式会社パスモ達第４２号） 

（５） ＰＡＳＭＯ取扱基準規程（２００７年３月１２日付株式会社パスモ達第３９号） 

 

（用語の定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 「営業規則」とは、当社の定める旅客営業規則をいう。 

 （２） 「基準規程」とは、当社の定める旅客営業取扱基準規程をいう。 

 （３） 「ＰＡＳＭＯ規則」とは、株式会社パスモが定めるＰＡＳＭＯ取扱規則をいう。 

 （４） 「ＰＡＳＭＯ規程」とは、株式会社パスモが定めるＰＡＳＭＯ取扱基準規程をいう。 

 （５） 「ＩＣ基準」とは、ＩＣカード関連帳票取扱実施基準をいう。 

 

（制限又は停止の実施） 

第３条 規則第１０条第１項の規定による制限又は停止は、運輸部長が行うものとする。 

 

（発売箇所の指定方） 

第４条 ＰＡＳＭＯを発売する箇所は、運輸部長が定める。 

 

（入場後、発駅で一時出場する場合の取扱方）   

第５条 ＩＣカード乗車券を所持する旅客が、発駅で入場した後、乗車しないで一時出場する場合は、特別の事情が

あるときに限り、改札機等以外から出場及び再入場の取扱いをすることができる。 

 

 

 

ＩＣカード乗車券取扱基準規程 

 

第１編 総則 

 

（目的） 

第１条 ＩＣカード乗車券取扱規則（以下「規則」という。）の定めに基づく旅客の運送及びその取扱方については、

ＩＣカード乗車券取扱規則によるほか、この規程に定めるところによる。 

 ２ この規程に定めていない事項については、法令及び別に定めるところによる。 

（注１） 法令の主なものについては、次のとおりである。 

（１） 鉄道営業法（明治３３年法律第６５号） 

（２） 鉄道運輸規程（昭和１７年鉄道省令第３号） 

（３） 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号） 

（注２） 別に定めるところの主なものについては、次のとおりである。 

（１） 旅客営業規則（平成９年６月１日） 

（２） 旅客営業取扱基準規程（平成９年６月１日） 

（３） ＩＣカード関連帳票取扱実施基準 

（４） ＰＡＳＭＯ取扱規則（２００６年１１月１５日付株式会社パスモ達第４２号） 

（５） ＰＡＳＭＯ取扱基準規程（２００７年３月１２日付株式会社パスモ達第３９号） 

 

（用語の定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 「営業規則」とは、当社の定める旅客営業規則をいう。 

 （２） 「基準規程」とは、当社の定める旅客営業取扱基準規程をいう。 

 （３） 「ＰＡＳＭＯ規則」とは、株式会社パスモが定めるＰＡＳＭＯ取扱規則をいう。 

 （４） 「ＰＡＳＭＯ規程」とは、株式会社パスモが定めるＰＡＳＭＯ取扱基準規程をいう。 

 （５） 「ＩＣ基準」とは、ＩＣカード関連帳票取扱実施基準をいう。 

 

（制限又は停止の実施） 

第３条 規則第１０条第１項の規定による制限又は停止は、運輸部長が行うものとする。 

 

（発売箇所の指定方） 

第４条 ＰＡＳＭＯを発売する箇所は、運輸部長が定める。 

 

（入場後、発駅で一時出場する場合の取扱方）   

第５条 ＩＣカード乗車券を所持する旅客が、発駅で入場した後、乗車しないで一時出場する場合は、特別の事情が

あるときに限り、改札機等以外から出場及び再入場の取扱いをすることができる。 

 

 

 



（使用方法） 

第６条 規則第５条第３項の規定にかかわらず、ＩＣカード乗車券のＳＦを使用して自動券売機によって乗車券類と

引換え又は自動精算機ならびに窓口処理機（以下「処理機」という。）によって精算することができる。 

 ２ ＩＣカード乗車券のＳＦが、引き換える乗車券類等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別

に現金を当該自動券売機又は自動精算機に充当することにより、乗車券類等と引き換え又は精算することができ

る。 

 

（残額不足の場合の取扱方）  

第７条 規則第５条第５項第１号の規定により、ＳＦ残額が不足のため、直接自動改札機で使用することができない

場合の当該ＩＣカード乗車券は、規則第１２条の規定によるほか、次の各号に定めるところにより取扱うことが

できる。 

 （１） 入場時にＩＣカード乗車券のＳＦ残額が最低運賃相当額に満たなくなった場合に、不足額を現金により収受

して、前条の規定により乗車券類を交付し、乗車の取扱いをする。 

 （２） 出場時にＩＣカード乗車券のＳＦの残額が運賃相当額に満たなくなった場合には、不足額を現金により収受

して、前条の規定により精算を行い、出場の取扱いをする。 

 

（自動改札機入場不可時の取扱方） 

第８条 規則第５条第５項第４号の規定により、自動改札機で使用することができない場合は、処理機によりＩＣカ

ード乗車券に記録されている情報の更新を行い、旅客に交付し、使用させることができる。 

 

（乗車券類等の表示事項） 

第９条 第６条の規定により、ＩＣカード乗車券のＳＦ又はＳＦと現金により引き換えられた乗車券類等は右方下部

に「   」と表示する。 

 

 

第２編 ＩＣカード乗車券の取扱い 

 

（チャージ） 

第１０条 規則第１２条の規定に基づくＳＦのチャージは、自動券売機、自動精算機、処理機及びチャージ機により

取扱いすることができる。 

 ２ ＩＣカード乗車券には、１回当たり１，０００円から２０，０００円までの１，０００円単位の額（前項の機種

により一部チャージする金額を制限することがある。）をチャージすることができる。ただし、自動券売機、処理

機では、１回当たり１０円から２０，０００円までの１０円単位の額をチャージすることができる。 

  

（旅客が誤ってＩＣカード乗車券を購入した場合の取扱方） 

第１１条 旅客が自動券売機により、誤ってＩＣカード乗車券を購入した場合で係員がその事実を認定したときは、

次の各号の条件を全て満たす場合に限り、当該ＩＣカード乗車券の全額を払いもどすことができる。 

 （１） 購入したＩＣカード乗車券を使用していないこと。 

 （２） 購入した駅（同一事業者に限る。）に申し出ること。 

 （３） 購入した当日に申告すること。 

 ２ 前項第２号及び第３号にかかわらず、運輸部長が特に認めた場合は、旅客が、異なる駅又は翌日以降に申し出

をしたときであっても、当該ＩＣカード乗車券の全額を払いもどすことがある。 

（使用方法） 

第６条 規則第５条第３項の規定にかかわらず、ＩＣカード乗車券のＳＦを使用して自動券売機によって乗車券類と

引換え又は自動精算機ならびに窓口処理機（以下「処理機」という。）によって精算することができる。 

 ２ ＩＣカード乗車券のＳＦが、引き換える乗車券類等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別

に現金を当該自動券売機又は自動精算機に充当することにより、乗車券類等と引き換え又は精算することができ

る。 

 

（残額不足の場合の取扱方）  

第７条 規則第５条第５項第１号の規定により、ＳＦ残額が不足のため、直接自動改札機で使用することができない

場合の当該ＩＣカード乗車券は、規則第１２条の規定によるほか、次の各号に定めるところにより取扱うことが

できる。 

 （１） 入場時にＩＣカード乗車券のＳＦ残額が最低運賃相当額に満たなくなった場合に、不足額を現金により収受

して、前条の規定により乗車券類を交付し、乗車の取扱いをする。 

 （２） 出場時にＩＣカード乗車券のＳＦの残額が運賃相当額に満たなくなった場合には、不足額を現金により収受

して、前条の規定により精算を行い、出場の取扱いをする。 

 

（自動改札機入場不可時の取扱方） 

第８条 規則第５条第５項第４号の規定により、自動改札機で使用することができない場合は、処理機によりＩＣカ

ード乗車券に記録されている情報の更新を行い、旅客に交付し、使用させることができる。 

 

（乗車券類等の表示事項） 

第９条 第６条の規定により、ＩＣカード乗車券のＳＦ又はＳＦと現金により引き換えられた乗車券類等は右方下部

に「   」と表示する。 

 

 

第２編 ＩＣカード乗車券の取扱い 

 

（チャージ） 

第１０条 規則第１２条の規定に基づくＳＦのチャージは、自動券売機、自動精算機、処理機及びチャージ機により

取扱いすることができる。 

 ２ ＩＣカード乗車券には、１回当たり１，０００円から２０，０００円までの１，０００円単位の額（前項の機種

により一部チャージする金額を制限することがある。）をチャージすることができる。ただし、自動券売機、処理

機では、１回当たり１０円から２０，０００円までの１０円単位の額をチャージすることができる。 

  

（旅客が誤ってＩＣカード乗車券を購入した場合の取扱方） 

第１１条 旅客が自動券売機により、誤ってＩＣカード乗車券を購入した場合で係員がその事実を認定したときは、

次の各号の条件を全て満たす場合に限り、当該ＩＣカード乗車券の全額を払いもどすことができる。 

 （１） 購入したＩＣカード乗車券を使用していないこと。 

 （２） 購入した駅（同一事業者に限る。）に申し出ること。 

 （３） 購入した当日に申告すること。 

 ２ 前項第２号及び第３号にかかわらず、運輸部長が特に認めた場合は、旅客が、異なる駅又は翌日以降に申し出

をしたときであっても、当該ＩＣカード乗車券の全額を払いもどすことがある。 

ＩＣ ＩＣ 



 

（旅客が誤ってチャージした場合の取扱方） 

第１２条 旅客が誤ってチャージした場合で、係員がその事実を認定したときは、次の各号の条件を全て満たす場合

に限り、当該チャージ額の全額を払いもどすことができる。 

 （１） チャージした後にＳＦを使用していないこと。 

 （２） チャージした駅（同一事業者に限る。）に申し出ること。 

 （３） チャージした当日に申告すること。 

 ２ 前項第２号及び第３号にかかわらず、運輸部長が特に認めた場合は、旅客が、異なる駅又は翌日以降に申し出

をしたときであっても、当該チャージ額の全額を払いもどすことがある。 

 

（ＳＦ残額の確認） 

第１３条 規則第１３条第１項の規定に基づくＳＦ残額は、自動改札機、自動券売機、自動精算機、処理機及びチャ

ージ機により確認することができる。 

 ２ 規則第１３条第２項の規定に基づくＳＦ残額履歴は、自動券売機、処理機により確認することができる。 

 

（ＳＦ残額履歴の表示方及び印字方） 

第１４条 規則第１３条第２項の規定によりＳＦ残額履歴の確認をする場合の機器での表示方及び印字方は次のとお

りとする。 

 （１） 表示及び印字の記載項目は、左から、月日・種別・利用駅又は利用事業者・種別・利用駅又は利用事業者・

残額の順とする。 

 （２） 表示及び印字される利用駅は、精算もしくは乗車券類との引換えによりＳＦを利用した駅、又は規則第１４

条、第１４条の２及び第１５条の規定により旅客運賃を算出する際に適用する区間の両端の駅とする。 

 

（回収したＰＡＳＭＯの取扱方） 

第１５条 旅客から回収したＰＡＳＭＯはＩＣ基準の定めるところにより、営業課に提出する。 

 

（小児用ＰＡＳＭＯの取扱い） 

第１６条 使用者となる小児以外から、次の各号に定める小児用ＰＡＳＭＯの取扱いの申し出があった場合は、使用

者となる小児本人に対して公的機関が発行した証明書又はこれに準じる写真を貼付けた学生証等の氏名・生年月

日が確認できる証明書（以下「公的証明書」という。）等の確認をしたときに取扱うことができる。 

 （１） 規則第１１条に定める発売 

 （２） 規則第１９条に定める記名ＰＡＳＭＯの個人情報変更 

 （３） 規則第２２条に定める紛失再発行 

 （４） 規則第２６条に定める払いもどし 

  

（同一旅客に対する小児用ＰＡＳＭＯの複数枚発売） 

第１７条 ＰＡＳＭＯ取扱規則第１４条第４項の規定にかかわらず、小児用ＰＡＳＭＯを所持する旅客から、複数枚

の小児用ＰＡＳＭＯの購入をしたい旨の申し出があった場合は、事情やむを得ない場合に限って発売する。 

  ※ 事情やむを得ない場合は、次の場合等をいう。 

（１） 指定学校への通学ならびにその他の箇所に通うためにやむを得ず定期乗車券が複数枚所持となる場合 

（２） 定期乗車券の発売範囲等の都合により、やむを得ず複数枚所持となる場合 

 

 

（旅客が誤ってチャージした場合の取扱方） 

第１２条 旅客が誤ってチャージした場合で、係員がその事実を認定したときは、次の各号の条件を全て満たす場合

に限り、当該チャージ額の全額を払いもどすことができる。 

 （１） チャージした後にＳＦを使用していないこと。 

 （２） チャージした駅（同一事業者に限る。）に申し出ること。 

 （３） チャージした当日に申告すること。 

 ２ 前項第２号及び第３号にかかわらず、運輸部長が特に認めた場合は、旅客が、異なる駅又は翌日以降に申し出

をしたときであっても、当該チャージ額の全額を払いもどすことがある。 

 

（ＳＦ残額の確認） 

第１３条 規則第１３条第１項の規定に基づくＳＦ残額は、自動改札機、自動券売機、自動精算機、処理機及びチャ

ージ機により確認することができる。 

 ２ 規則第１３条第２項の規定に基づくＳＦ残額履歴は、自動券売機、処理機により確認することができる。 

 

（ＳＦ残額履歴の表示方及び印字方） 

第１４条 規則第１３条第２項の規定によりＳＦ残額履歴の確認をする場合の機器での表示方及び印字方は次のとお

りとする。 

 （１） 表示及び印字の記載項目は、左から、月日・種別・利用駅又は利用事業者・種別・利用駅又は利用事業者・

残額の順とする。 

 （２） 表示及び印字される利用駅は、精算もしくは乗車券類との引換えによりＳＦを利用した駅、又は規則第１４

条、第１４条の２及び第１５条の規定により旅客運賃を算出する際に適用する区間の両端の駅とする。 

 

（回収したＰＡＳＭＯの取扱方） 

第１５条 旅客から回収したＰＡＳＭＯはＩＣ基準の定めるところにより、営業課に提出する。 

 

（小児用ＰＡＳＭＯの取扱い） 

第１６条 使用者となる小児以外から、次の各号に定める小児用ＰＡＳＭＯの取扱いの申し出があった場合は、使用

者となる小児本人に対して公的機関が発行した証明書又はこれに準じる写真を貼付けた学生証等の氏名・生年月

日が確認できる証明書（以下「公的証明書」という。）等の確認をしたときに取扱うことができる。 

 （１） 規則第１１条に定める発売 

 （２） 規則第１９条に定める記名ＰＡＳＭＯの個人情報変更 

 （３） 規則第２２条に定める紛失再発行 

 （４） 規則第２６条に定める払いもどし 

  

（同一旅客に対する小児用ＰＡＳＭＯの複数枚発売） 

第１７条 ＰＡＳＭＯ取扱規則第１４条第４項の規定にかかわらず、小児用ＰＡＳＭＯを所持する旅客から、複数枚

の小児用ＰＡＳＭＯの購入をしたい旨の申し出があった場合は、事情やむを得ない場合に限って発売する。 

  ※ 事情やむを得ない場合は、次の場合等をいう。 

（１） 指定学校への通学ならびにその他の箇所に通うためにやむを得ず定期乗車券が複数枚所持となる場合 

（２） 定期乗車券の発売範囲等の都合により、やむを得ず複数枚所持となる場合 

 



（入場したＩＣカード乗車券と他の有効な乗車券を併用する場合の運賃の減額） 

第１８条 規則５条第１項及び第７項にかかわらず、旅客が改札機等による改札を受けた後、他の有効な乗車券と併

用のうえ出場する場合、ＩＣカード乗車券で旅行を開始したときは、規則第６条第２項及び各鉄道事業者がＩＣ

カード乗車券取扱規則に定める普通旅客運賃を適用して、入場したＩＣカード乗車券から減額することがある。

ただし、併用した乗車券について営業規則に定める区間変更の取扱いを行った場合、当該区間については営業規

則に定める普通旅客運賃を適用する。 

 

（入場したＩＣカード乗車券と他のＩＣカード乗車券を併用する場合の運賃の減額） 

第１９条 規則５条第１項及び第７項にかかわらず、旅客が改札機等による改札を受けた後、他のＩＣカード乗車券

を併用のうえ出場する場合、入場したＩＣカード乗車券及び他の併用するＩＣカード乗車券について、規則第６

条第２項及び各鉄道事業者がＩＣカード乗車券取扱規則に定める普通旅客運賃を適用して減額することがある。 

 

（ＰＡＳＭＯの発売） 

第２０条 ＰＡＳＭＯは、発行日付及び発行箇所の表示を省略して発売する。 

 ２ ＰＡＳＭＯの発売額は、１枚につき１，０００円から２０，０００円までの１，０００円単位（ＰＡＳＭＯ取扱

規則第１１条に規定するデポジットを含む。）とする。 

 ３ 記名ＰＡＳＭＯを発売する場合の購入申込書は別表第１号に定める。 

 

（ＰＡＳＭＯに付加する乗車券の発売） 

第２１条 規則第３０条の規定により、別紙第１号に定める「ＰＡＳＭＯ・定期券購入申込書（兼 個人情報変更申

請書）」（以下「定期券購入申込書等」という。）の提出を受けＰＡＳＭＯ（出場状態のものに限る。）に定期乗車券

を発売する場合は、当社線相互発着となるもの及び連絡運輸規則に定める区間（規則第３条第２号で定めるＩＣ

鉄道事業者に限る。以下同じ。）の定期乗車券とする。 

 ２ 前項の規定により、小児に対してＩＣ定期乗車券またはＩＣ企画乗車券を発売する場合は、小児用ＰＡＳＭＯ

にのみ付加することができる。  

 

 

 

（定期乗車券の継続発売等の取扱方） 

第２２条 ＩＣ定期乗車券を所持する旅客に対して、基準規程第３７条の規定により継続発売する場合又は券面表示

の有効期間経過後に新規に発売する場合は、現在使用しているＩＣ定期乗車券を用いて発売するものとする。 

 

（定期乗車券の種類変更又は区間変更の取扱方） 

第２３条 ＩＣ定期乗車券を所持する旅客に対して、基準規程第３９条の規定により当該ＩＣ定期乗車券の種類又は

区間を変更する場合は、現在使用しているＩＣ定期乗車券を用いて発売するものとする。 

 ２ ＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券を所持する旅客に対して、当該定期乗車券の種類又は区間を変更し、新たに

ＩＣ定期乗車券を発売する場合には基準規程第３９条の規程により発売するものとする。 

 ３ ＩＣ定期乗車券を所持する旅客に対して、当該ＩＣ定期乗車券の種類又は区間を変更し、新たにＩＣ定期乗車

券以外の定期乗車券を発売する場合の現在使用しているＩＣ定期乗車券については、規則第２６条の取扱いによ

る。 

 

 

（入場したＩＣカード乗車券と他の有効な乗車券を併用する場合の運賃の減額） 

第１８条 規則５条第１項及び第７項にかかわらず、旅客が改札機等による改札を受けた後、他の有効な乗車券と併

用のうえ出場する場合、ＩＣカード乗車券で旅行を開始したときは、規則第６条第２項及び各鉄道事業者がＩＣ

カード乗車券取扱規則に定める普通旅客運賃を適用して、入場したＩＣカード乗車券から減額することがある。

ただし、併用した乗車券について営業規則に定める区間変更の取扱いを行った場合、当該区間については営業規

則に定める普通旅客運賃を適用する。 

 

（入場したＩＣカード乗車券と他のＩＣカード乗車券を併用する場合の運賃の減額） 

第１９条 規則５条第１項及び第７項にかかわらず、旅客が改札機等による改札を受けた後、他のＩＣカード乗車券

を併用のうえ出場する場合、入場したＩＣカード乗車券及び他の併用するＩＣカード乗車券について、規則第６

条第２項及び各鉄道事業者がＩＣカード乗車券取扱規則に定める普通旅客運賃を適用して減額することがある。 

 

（ＰＡＳＭＯの発売） 

第２０条 ＰＡＳＭＯは、発行日付及び発行箇所の表示を省略して発売する。 

 ２ ＰＡＳＭＯの発売額は、１枚につき１，０００円から２０，０００円までの１，０００円単位（ＰＡＳＭＯ取扱

規則第１１条に規定するデポジットを含む。）とする。 

 ３ 記名ＰＡＳＭＯを発売する場合の購入申込書は別表第１号に定める。 

 

（ＰＡＳＭＯに付加する乗車券の発売） 

第２１条 規則第１１条２項の規定により、別紙第１号に定める「ＰＡＳＭＯ・定期券購入申込書（兼 個人情報変

更申請書）」（以下「定期券購入申込書等」という。）の提出を受けＰＡＳＭＯ（出場状態のものに限る。）に定期乗

車券を発売する場合は、当社線相互発着となるもの及び連絡運輸規則に定める区間（規則第３条第３号で定める

ＩＣ鉄道事業者に限る。以下同じ。）の定期乗車券とする。 

 ２ 規則第１１条３項の規定によりＰＡＳＭＯに発売する企画乗車券は次の各号とする。 

 （１）ゆりかもめ２４時間券 

 ３ 第１項及び第２項の規定により、小児に対してＩＣ定期乗車券またはＩＣ企画乗車券を発売する場合は、小児

用ＰＡＳＭＯにのみ付加することができる。 

 

（定期乗車券の継続発売等の取扱方） 

第２２条 ＩＣ定期乗車券を所持する旅客に対して、基準規程第３７条の規定により継続発売する場合又は券面表示

の有効期間経過後に新規に発売する場合は、現在使用しているＩＣ定期乗車券を用いて発売するものとする。 

 

（定期乗車券の種類変更又は区間変更の取扱方） 

第２３条 ＩＣ定期乗車券を所持する旅客に対して、基準規程第３９条の規定により当該ＩＣ定期乗車券の種類又は

区間を変更する場合は、現在使用しているＩＣ定期乗車券を用いて発売するものとする。 

 ２ ＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券を所持する旅客に対して、当該定期乗車券の種類又は区間を変更し、新たに

ＩＣ定期乗車券を発売する場合には基準規程第３９条の規程により発売するものとする。 

 ３ ＩＣ定期乗車券を所持する旅客に対して、当該ＩＣ定期乗車券の種類又は区間を変更し、新たにＩＣ定期乗車

券以外の定期乗車券を発売する場合の現在使用しているＩＣ定期乗車券については、規則第２６条の取扱いによ

る。 

 

 



（定期乗車券の発行替の取扱方） 

第２４条 ＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券を所持する旅客に対して、その券面表示の有効期間内に、これと引換え

に同一の種類、区間及び経路のＩＣ定期乗車券に発行替の取扱いを行うことができる。 

 ２ 旅客から、有効なＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券と券面表示の有効期間経過後のＩＣ定期乗車券の提出を受

けたときは、当該のＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券をＩＣ定期乗車券に発行替することができる。 

 ３ ＩＣ定期乗車券を所持する旅客から、ＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券への発行替の申出があった場合は、事

情やむを得ないときに限り、ＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券へ発行替の取扱いを行うことができる。 

 

（改札機等による改札を受けずに乗車した場合の取扱方） 

第２５条 旅客が改札機等による改札を受けずに乗車し、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、営業規則第１０４

条の規定を準用して取り扱うことができる。この場合、取扱区間内の駅から乗車したことが明らかで乗車駅が不

明のときは、取扱区間内の最遠となる駅から乗車したものとみなして取り扱うことができる。 

 ２ 前項の定めにより取り扱う場合で、不正乗車でないことが明らかなときは、増運賃を収受しないで取り扱うこ

とができる 

 

（不正乗車等の旅客に対する特例） 

第２６条 規則第２１条の規定により、ＩＣ定期乗車券の券面に表示された区間を毎日１往復ずつ乗車したものとし

て計算する場合、その日数は、当該ＩＣ定期乗車券の有効期間を上限とすることができる。 

 

（増運賃の減免等の取扱方） 

第２７条 特別の事由があって、別段支障がないと認められるときは、増運賃の減免等をすることができる。この場

合、基準規程第１０４条の規定を準用して取り扱うものとする。 

 

（無効となるＩＣカード乗車券を有効として取り扱う場合の特例） 

第２８条 旅客に特別の事由があり、悪意のないときは、規則第２０条の規定にかかわらず乗車駅から下車駅までの

乗車区間に対する普通旅客運賃を収受して出場の取扱いをすることができる。 

 

（紛失再発行にかかわる帳票類の様式） 

第２９条 規則第２２条の規定により記名ＰＡＳＭＯの紛失再発行を行う場合に提出する「ＰＡＳＭＯ・再発行・払

いもどし・定期券消去申請書」の様式は、別表第２号のとおりとする。 

 ２ 規則第２２条の規定により交付する「紛失再発行整理票」の様式は、別表第３号のとおりとする。 

 

（障害再発行にかかわる帳票類の様式） 

第３０条 規則第２３条の規定によりＩＣカード乗車券の障害再発行を行う場合に提出する「ＰＡＳＭＯ・再発行・

払いもどし・定期券消去申請書」の様式は、別表第２号のとおりとする。 

 ２ 規則第２３条の規定により交付する「障害再発行整理票」の様式は、別表第４号のとおりとする。 

 

（障害再発行登録中の取扱方） 

第３１条 規則第２３条の取扱後、障害再発行が終了するまでの間、当該障害カードに有効期間内の定期乗車券また

は企画乗車券が付加されている場合、その乗車券面と併せ規則第２３条第２項により交付された再発行整理票の

呈示を受け乗車させるものとする。 

 

（定期乗車券の発行替の取扱方） 

第２４条 ＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券を所持する旅客に対して、その券面表示の有効期間内に、これと引換え

に同一の種類、区間及び経路のＩＣ定期乗車券に発行替の取扱いを行うことができる。 

 ２ 旅客から、有効なＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券と券面表示の有効期間経過後のＩＣ定期乗車券の提出を受

けたときは、当該のＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券をＩＣ定期乗車券に発行替することができる。 

 ３ ＩＣ定期乗車券を所持する旅客から、ＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券への発行替の申出があった場合は、事

情やむを得ないときに限り、ＩＣ定期乗車券以外の定期乗車券へ発行替の取扱いを行うことができる。 

 

（改札機等による改札を受けずに乗車した場合の取扱方） 

第２５条 旅客が改札機等による改札を受けずに乗車し、当該旅客の乗車駅が判明しない場合は、営業規則第１０４

条の規定を準用して取り扱うことができる。この場合、取扱区間内の駅から乗車したことが明らかで乗車駅が不

明のときは、取扱区間内の最遠となる駅から乗車したものとみなして取り扱うことができる。 

 ２ 前項の定めにより取り扱う場合で、不正乗車でないことが明らかなときは、増運賃を収受しないで取り扱うこ

とができる 

 

（不正乗車等の旅客に対する特例） 

第２６条 規則第２１条の規定により、ＩＣ定期乗車券の券面に表示された区間を毎日１往復ずつ乗車したものとし

て計算する場合、その日数は、当該ＩＣ定期乗車券の有効期間を上限とすることができる。 

 

（増運賃の減免等の取扱方） 

第２７条 特別の事由があって、別段支障がないと認められるときは、増運賃の減免等をすることができる。この場

合、基準規程第１０４条の規定を準用して取り扱うものとする。 

 

（無効となるＩＣカード乗車券を有効として取り扱う場合の特例） 

第２８条 旅客に特別の事由があり、悪意のないときは、規則第２０条の規定にかかわらず乗車駅から下車駅までの

乗車区間に対する普通旅客運賃を収受して出場の取扱いをすることができる。 

 

（紛失再発行にかかわる帳票類の様式） 

第２９条 規則第２２条の規定により記名ＰＡＳＭＯの紛失再発行を行う場合に提出する「ＰＡＳＭＯ・再発行・払

いもどし・定期券消去申請書」の様式は、別表第２号のとおりとする。 

 ２ 規則第２２条の規定により交付する「紛失再発行整理票」の様式は、別表第３号のとおりとする。 

 

（障害再発行にかかわる帳票類の様式） 

第３０条 規則第２３条の規定によりＩＣカード乗車券の障害再発行を行う場合に提出する「ＰＡＳＭＯ・再発行・

払いもどし・定期券消去申請書」の様式は、別表第２号のとおりとする。 

 ２ 規則第２３条の規定により交付する「障害再発行整理票」の様式は、別表第４号のとおりとする。 

 

（障害再発行登録中の取扱方） 

第３１条 規則第２３条の取扱後、障害再発行が終了するまでの間、当該障害カードに有効期間内の定期乗車券また

は企画乗車券が付加されている場合、その乗車券面と併せ規則第２３条第２項により交付された再発行整理票の

呈示を受け乗車させるものとする。 

 



 ２ 前項の取扱いを行う場合で定期乗車券または企画乗車券の券面表示事項が不鮮明な場合は、別表第５号に定め

る「ＩＣ定期乗車券代用証兼ＰＡＳＭＯお預かり書」を交付し、併せて呈示を受け乗車させるものとする。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯから一体型ＰＡＳＭＯへの移し替え） 

第３２条 規則第２４条第２項の規定により、旅客の個人情報の変更又は一体型ＰＡＳＭＯの更新により、新たな一

体型ＰＡＳＭＯに機能の移し替えの申し出があった場合は、旅客に送付された案内状により取扱いを行う。この

とき、新たな一体型ＰＡＳＭＯと現在使用している一体型ＰＡＳＭＯとの個人情報が一致していないときは、第

４６条の規定に基づき個人情報の変更を行い取扱いするものとする。 

２ 前項の取扱いをする場合で、定期乗車券が付加されており、その定期乗車券が当社で発行可能なときは、当該

定期乗車券を磁気定期乗車券で再発行した後、一体型ＰＡＳＭＯの定期券情報を消去して取扱うものとする。当

社で発行できない定期乗車券が付加されているときは、その発行可能事業者を案内する。 

３ 旅客の個人情報の変更又は、カード更新等により新たな一体型ＰＡＳＭＯに情報を移し替えた場合の旧一体型

ＰＡＳＭＯについては旅客に返却するものとする。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯの有効期限到来に伴う取扱い） 

第３３条 一体型ＰＡＳＭＯの有効期限到来により、付加されている定期乗車券または企画乗車券の機能が使用でき

なくなった場合は、前条の定めにより一体型ＰＡＳＭＯの機能を提携先から送付された新カードに移し替えるよ

う案内する。このとき、やむを得ない事情があるときは、旅客より定期乗車券または企画乗車券の呈示を受け、

乗車の取扱いを行うことがある。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯから当社で発売する記名ＰＡＳＭＯへの移し替え） 

第３４条 規則第２４条第３項の取扱いについては、付加されている定期乗車券または企画乗車券が当社で発行可能

な場合に限る。ただし、定期乗車券においては、当該定期乗車券を磁気定期乗車券で再発行した後、一体型ＰＡ

ＳＭＯの定期券情報を消去して取扱うものとする。なお、当社で発行できない定期乗車券または企画乗車券が付

加されているときは、その発行可能事業者を案内する。 

 ２ 規則第２４条第３項による取扱い後の旧一体型ＰＡＳＭＯについては旅客に返却するものとする。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯから当社で発売する記名ＰＡＳＭＯへの移し替えにかかわる帳票類の様式） 

第３５条 規則第２４条第３項の規定により、旅客が使用している一体型ＰＡＳＭＯにおける記名ＰＡＳＭＯ機能を、

当社で発売する記名ＰＡＳＭＯに移し替えの取扱いを行う場合に提出する「ＰＡＳＭＯオートチャージサービス

解約・カード分離申請書」の様式は、別表第６号のとおりとする。 

 

（案内状の取扱い） 

第３６条 一体型ＰＡＳＭＯから一体型ＰＡＳＭＯへの移し替え、一体型ＰＡＳＭＯの再発行、オートチャージサー

ビスの有効期限更新の取扱いを行う場合、旅客が案内状を持参しない場合であっても、旅客の申し出に基づき取

扱いできるものとする。 

 

（本人確認の特例） 

第３７条 規則第２２条第１項に定める使用停止措置を行う際に、使用者が公的証明書を呈示できない場合は、事情

気の毒と認められるときに限り、使用者の申告に基づき当該ＩＣカード乗車券の記名本人であることの情報がシ

ステムに登録されていることを確認のうえ、取扱うことができる。 

 

 ２ 前項の取扱いを行う場合で定期乗車券または企画乗車券の券面表示事項が不鮮明な場合は、別表第５号に定め

る「ＩＣ定期乗車券代用証兼ＰＡＳＭＯお預かり書」を交付し、併せて呈示を受け乗車させるものとする。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯから一体型ＰＡＳＭＯへの移し替え） 

第３２条 規則第２４条第２項の規定により、旅客の個人情報の変更又は一体型ＰＡＳＭＯの更新により、新たな一

体型ＰＡＳＭＯに機能の移し替えの申し出があった場合は、旅客に送付された案内状により取扱いを行う。この

とき、新たな一体型ＰＡＳＭＯと現在使用している一体型ＰＡＳＭＯとの個人情報が一致していないときは、第

４６条の規定に基づき個人情報の変更を行い取扱いするものとする。 

２ 前項の取扱いをする場合で、定期乗車券が付加されており、その定期乗車券が当社で発行可能なときは、当該

定期乗車券を磁気定期乗車券で再発行した後、一体型ＰＡＳＭＯの定期券情報を消去して取扱うものとする。当

社で発行できない定期乗車券が付加されているときは、その発行可能事業者を案内する。 

３ 旅客の個人情報の変更又は、カード更新等により新たな一体型ＰＡＳＭＯに情報を移し替えた場合の旧一体型

ＰＡＳＭＯについては旅客に返却するものとする。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯの有効期限到来に伴う取扱い） 

第３３条 一体型ＰＡＳＭＯの有効期限到来により、付加されている定期乗車券または企画乗車券の機能が使用でき

なくなった場合は、前条の定めにより一体型ＰＡＳＭＯの機能を提携先から送付された新カードに移し替えるよ

う案内する。このとき、やむを得ない事情があるときは、旅客より定期乗車券または企画乗車券の呈示を受け、乗

車の取扱いを行うことがある。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯから当社で発売する記名ＰＡＳＭＯへの移し替え） 

第３４条 規則第２４条第３項の取扱いについては、付加されている定期乗車券または企画乗車券が当社で発行可能

な場合に限る。ただし、定期乗車券においては、当該定期乗車券を磁気定期乗車券で再発行した後、一体型ＰＡＳ

ＭＯの定期券情報を消去して取扱うものとする。なお、当社で発行できない定期乗車券または企画乗車券が付加

されているときは、その発行可能事業者を案内する。 

 ２ 規則第２４条第３項による取扱い後の旧一体型ＰＡＳＭＯについては旅客に返却するものとする。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯから当社で発売する記名ＰＡＳＭＯへの移し替えにかかわる帳票類の様式） 

第３５条 規則第２４条第３項の規定により、旅客が使用している一体型ＰＡＳＭＯにおける記名ＰＡＳＭＯ機能を、

当社で発売する記名ＰＡＳＭＯに移し替えの取扱いを行う場合に提出する「ＰＡＳＭＯオートチャージサービス

解約・カード分離申請書」の様式は、別表第６号のとおりとする。 

 

（案内状の取扱い） 

第３６条 一体型ＰＡＳＭＯから一体型ＰＡＳＭＯへの移し替え、一体型ＰＡＳＭＯの再発行、オートチャージサー

ビスの有効期限更新の取扱いを行う場合、旅客が案内状を持参しない場合であっても、旅客の申し出に基づき取

扱いできるものとする。 

 

（本人確認の特例） 

第３７条 規則第２２条第１項に定める使用停止措置を行う際に、使用者が公的証明書を呈示できない場合は、事情

気の毒と認められるときに限り、使用者の申告に基づき当該ＩＣカード乗車券の記名本人であることの情報がシ

ステムに登録されていることを確認のうえ、取扱うことができる。 

 



（委任状の取扱い） 

第３８条 本人確認が必要な記名ＩＣカード乗車券の取扱いを行う場合で申し出がやむを得ない事情により、本人以

外の者から申し出があった場合は、当社あてに記名人本人からの委任状の提出ならびに委任者本人の公的証明書

（写し）と受任者の公的証明書の呈示を受け取扱うことがある。 

 ２ 委任状は委任者の自筆により提出するものとし、その記載内容は次のとおりとする。 

 （１） あて先（駅長あて） 

（２） 委任者（再発行又は払いもどし請求者本人）の住所、氏名、生年月日及び印鑑 

（３） 受任者の住所、氏名、生年月日及び印鑑 

（４） 権限を委任する旨 

（５） 日付 

 ３ 規則第２２条第１項及び第２項に定める使用停止措置を行う際に、本人以外の者から申し出があった場合は、

事情気の毒と認められるときに限り前各号の規定にかかわらず、当該記名人の情報がシステムに登録されている

ことを確認のうえ、委任状の提出ならびに当該ＩＣカード乗車券の記名本人の公的証明書（写し）の呈示を省略

することがある。 

 

（払いもどしにかかわる帳票類の様式） 

第３９条 規則第２６条の規定によりＰＡＳＭＯの払いもどしを行う場合に提出する「ＰＡＳＭＯ・再発行・払いも

どし・定期券消去申請書」の様式は、別表第２号のとおりとする。 

 

（本人以外の者から一体型ＰＡＳＭＯの払いもどしの申し出があった場合の取扱方） 

第４０条 本人以外の者から一体型ＰＡＳＭＯの払いもどしの申し出があった場合は運輸部長の指示を受ける。 

 

（乗車券情報の消去） 

第４１条 有効期間内のＩＣ定期券乗車券またはＩＣ企画乗車券を所持する旅客から、当該定期乗車券、または企画

乗車券の価値を放棄する旨の申し出があった場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。 

 （１）ＩＣ定期乗車券、またはＩＣ企画乗車券が記名ＰＡＳＭＯの場合については別表第２号に定める「ＰＡＳＭ

Ｏ・再発行・払いもどし・定期券消去申請書」を提出させ取扱うことができる。 

 （２）ＩＣ企画乗車券が無記名ＰＡＳＭＯの場合については旅客の申告により取扱うことができる。 

 

（期限切れ小児用ＰＡＳＭＯに付加された定期乗車券情報の取扱い） 

第４２条 小児用ＩＣ定期乗車券を使用する旅客が、当該ＩＣカード乗車券が１２歳となる年度の末日の翌日以降使

用できなくなるとの理由により、当該ＩＣカード乗車券に付加された定期乗車券の情報の払いもどし申し出があ

った場合は、１３歳となる年度の４月１日を起算日（申し出日は３月３１日）として規則第２６条に基づき取扱

うことができる。 

 ２ 前項の取扱いは、当該定期乗車券情報の有効期間の満了日の翌日を起算して１箇年を超えて請求することはで

きない。 

 ３ 小児用ＩＣ定期乗車券を使用する旅客から大人用記名ＩＣカード乗車券に変更の申し出があった場合は、当該

ＩＣカード乗車券に付加された小児用ＩＣ定期乗車券の情報を消去したときに取扱う。 

 

 

 

 

（委任状の取扱い） 

第３８条 本人確認が必要な記名ＩＣカード乗車券の取扱いを行う場合で申し出がやむを得ない事情により、本人以

外の者から申し出があった場合は、当社あてに記名人本人からの委任状の提出ならびに委任者本人の公的証明書

（写し）と受任者の公的証明書の呈示を受け取扱うことがある。 

 ２ 委任状は委任者の自筆により提出するものとし、その記載内容は次のとおりとする。 

 （１） あて先（駅長あて） 

（２） 委任者（再発行又は払いもどし請求者本人）の住所、氏名、生年月日及び印鑑 

（３） 受任者の住所、氏名、生年月日及び印鑑 

（４） 権限を委任する旨 

（５） 日付 

 ３ 規則第２２条第１項及び第２項に定める使用停止措置を行う際に、本人以外の者から申し出があった場合は、

事情気の毒と認められるときに限り前各号の規定にかかわらず、当該記名人の情報がシステムに登録されている

ことを確認のうえ、委任状の提出ならびに当該ＩＣカード乗車券の記名本人の公的証明書（写し）の呈示を省略

することがある。 

 

（払いもどしにかかわる帳票類の様式） 

第３９条 規則第２６条の規定によりＰＡＳＭＯの払いもどしを行う場合に提出する「ＰＡＳＭＯ・再発行・払いも

どし・定期券消去申請書」の様式は、別表第２号のとおりとする。 

 

（本人以外の者から一体型ＰＡＳＭＯの払いもどしの申し出があった場合の取扱方） 

第４０条 本人以外の者から一体型ＰＡＳＭＯの払いもどしの申し出があった場合は運輸部長の指示を受ける。 

 

（乗車券情報の消去） 

第４１条 有効期間内のＩＣ定期券乗車券またはＩＣ企画乗車券を所持する旅客から、当該定期乗車券、または企画

乗車券の価値を放棄する旨の申し出があった場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。 

 （１）ＩＣ定期乗車券、またはＩＣ企画乗車券が記名ＰＡＳＭＯの場合については別表第２号に定める「ＰＡＳＭ

Ｏ・再発行・払いもどし・定期券消去申請書」を提出させ取扱うことができる。 

 （２）ＩＣ企画乗車券が無記名ＰＡＳＭＯの場合については旅客の申告により取扱うことができる。 

 

（期限切れ小児用ＰＡＳＭＯに付加された定期乗車券情報の取扱い） 

第４２条 小児用ＩＣ定期乗車券を使用する旅客が、当該ＩＣカード乗車券が１２歳となる年度の末日の翌日以降使

用できなくなるとの理由により、当該ＩＣカード乗車券に付加された定期乗車券の情報の払いもどし申し出があ

った場合は、１３歳となる年度の４月１日を起算日（申し出日は３月３１日）として規則第２６条に基づき取扱

うことができる。 

 ２ 前項の取扱いは、当該定期乗車券情報の有効期間の満了日の翌日を起算して１箇年を超えて請求することはで

きない。 

 ３ 小児用ＩＣ定期乗車券を使用する旅客から大人用記名ＩＣカード乗車券に変更の申し出があった場合は、当該

ＩＣカード乗車券に付加された小児用ＩＣ定期乗車券の情報を消去したときに取扱う。 

 

 

 

 



第３編 個人情報の取扱い 

 

（個人情報の取扱い） 

第４３条 旅客の個人情報は厳重に保管し、情報の漏洩がないよう厳正に取扱わなければならない。 

 

（個人情報の記載された帳票類の取扱い） 

第４４条 旅客の個人情報が記載された帳票類は、鍵のかかる箇所で保管し厳重に管理しなければならない。 

（注）個人情報が記載された主な帳票類は次のとおり。 

（１） 別表第１号に定める「定期券購入申込書等」 

（２） 別表第２号に定める再発行及び解約等申請書 

（３） 別表第５号に定めるＩＣ定期乗車券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書 

（４） 別表第６号に定める一体型ＰＡＳＭＯ代用磁気定期乗車券発行申請書 

（５） 別表第７号に定めるＰＡＳＭＯオートチャージサービス解約・カード分離申請書 

（６） 機器から出力されるジャーナル類 

（７） 第３８条第２項に定める委任状 

 

（個人情報の変更） 

第４５条 旅客から、氏名、生年月日、電話番号等の変更の申し出があった場合は、別表第１号に定める「定期券購入

申込書等」の提出ならびに公的証明書等の呈示を受け、記載内容を確認し、個人情報の変更を行わなければなら

ない。 

 ２ 前項の取扱いは、ＰＡＳＭＯに登録された記名人を他人の名義に変更することはできない。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯの個人情報の変更） 

第４６条 一体型ＰＡＳＭＯを使用する旅客から別表第１号に定める「定期券購入申込書等」の提出、及び公的証明

書等の呈示があった場合は、当該一体型ＰＡＳＭＯに登録された、記名ＰＡＳＭＯに係る個人情報の変更の取扱

いを行う。 

 ２ 一体型ＰＡＳＭＯに定期乗車券または企画乗車券が付加されている場合の前項による個人情報の変更は当該定

期乗車券または企画乗車券を発行した事業者で行うものとする。 

 ３ 第１項の規定により個人情報の変更を行う際、一体型ＰＡＳＭＯ表面に印字されている個人情報と、一体型Ｐ

ＡＳＭＯに登録された、記名ＰＡＳＭＯに係る個人情報に差異が生じる場合は、一体型ＰＡＳＭＯに登録された、

記名ＰＡＳＭＯに係る個人情報の変更後、すみやかに提携先に個人情報の登録変更の申し出をするよう案内する。 

 ４ 第３２条の規定による取扱いをする場合で、第 1 項の規定により変更をおこなった一体型ＰＡＳＭＯに登録さ

れた、記名ＰＡＳＭＯに係る個人情報と、提携先から送付された新たな一体型ＰＡＳＭＯに記載されている記名

ＰＡＳＭＯに係る個人情報に差異が生じた場合は、すみやかに提携先に申し出を行い、正当な個人情報が記載さ

れた一体型ＰＡＳＭＯの送付を受けた後に行うものとする。 

 

（個人情報の記載された帳票の保管期間及び処分） 

第４７条 ＰＡＳＭＯ発行の際に旅客から提出を受けた第４４条に定める個人情報の記載された帳票類は、１年６箇

月を超えて保管することができない。なお、廃棄については、別に定める保管期間経過後、裁断もしくは溶解処

分によるものとする。 

 

 

第３編 個人情報の取扱い 

 

（個人情報の取扱い） 

第４３条 旅客の個人情報は厳重に保管し、情報の漏洩がないよう厳正に取扱わなければならない。 

 

（個人情報の記載された帳票類の取扱い） 

第４４条 旅客の個人情報が記載された帳票類は、鍵のかかる箇所で保管し厳重に管理しなければならない。 

（注）個人情報が記載された主な帳票類は次のとおり。 

（１） 別表第１号に定める「定期券購入申込書等」 

（２） 別表第２号に定める再発行及び解約等申請書 

（３） 別表第５号に定めるＩＣ定期乗車券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書 

（４） 別表第６号に定める一体型ＰＡＳＭＯ代用磁気定期乗車券発行申請書 

（５） 別表第７号に定めるＰＡＳＭＯオートチャージサービス解約・カード分離申請書 

（６） 機器から出力されるジャーナル類 

（７） 第３８条第２項に定める委任状 

 

（個人情報の変更） 

第４５条 旅客から、氏名、生年月日、電話番号等の変更の申し出があった場合は、別表第１号に定める「定期券購入

申込書等」の提出ならびに公的証明書等の呈示を受け、記載内容を確認し、個人情報の変更を行わなければなら

ない。 

 ２ 前項の取扱いは、ＰＡＳＭＯに登録された記名人を他人の名義に変更することはできない。 

 

（一体型ＰＡＳＭＯの個人情報の変更） 

第４６条 一体型ＰＡＳＭＯを使用する旅客から別表第１号に定める「定期券購入申込書等」の提出、及び公的証明

書等の呈示があった場合は、当該一体型ＰＡＳＭＯに登録された、記名ＰＡＳＭＯに係る個人情報の変更の取扱

いを行う。 

 ２ 一体型ＰＡＳＭＯに定期乗車券または企画乗車券が付加されている場合の前項による個人情報の変更は当該定

期乗車券または企画乗車券を発行した事業者で行うものとする。 

 ３ 第１項の規定により個人情報の変更を行う際、一体型ＰＡＳＭＯ表面に印字されている個人情報と、一体型Ｐ

ＡＳＭＯに登録された、記名ＰＡＳＭＯに係る個人情報に差異が生じる場合は、一体型ＰＡＳＭＯに登録された、

記名ＰＡＳＭＯに係る個人情報の変更後、すみやかに提携先に個人情報の登録変更の申し出をするよう案内する。 

 ４ 第３２条の規定による取扱いをする場合で、第 1 項の規定により変更をおこなった一体型ＰＡＳＭＯに登録さ

れた、記名ＰＡＳＭＯに係る個人情報と、提携先から送付された新たな一体型ＰＡＳＭＯに記載されている記名

ＰＡＳＭＯに係る個人情報に差異が生じた場合は、すみやかに提携先に申し出を行い、正当な個人情報が記載さ

れた一体型ＰＡＳＭＯの送付を受けた後に行うものとする。 

 

（個人情報の記載された帳票の保管期間及び処分） 

第４７条 ＰＡＳＭＯ発行の際に旅客から提出を受けた第４４条に定める個人情報の記載された帳票類は、１年６箇

月を超えて保管することができない。なお、廃棄については、別に定める保管期間経過後、裁断もしくは溶解処分

によるものとする。 

 

 



第４編 特殊取扱い 

 

（改札機等への誤タッチの取扱い） 

第４８条 旅客が誤ってタッチした等の事由により改札機等で運賃が減額された場合は、その事実が確認でき、事情

気の毒と認められるときに限り、特例として減額した運賃を払いもどしし、別途実際乗車区間の普通旅客運賃を

収受することがある。 

 

（改札機等へのタッチ未了の取扱い） 

第４９条 旅客が誤ってタッチ未了等の事由により改札機等で運賃の減額ができない場合は、その事実が確認でき、

事情気の毒と認められるときに限り、規則第２０条第２号の規定にかかわらず、別途実際乗車区間の普通旅客運

賃を収受することがある。 

 

（紛失カード発見時の取扱い） 

第５０条 旅客が、ＰＡＳＭＯの紛失再発行後に紛失したＰＡＳＭＯを発見した旨の申し出があった場合は、当該Ｐ

ＡＳＭＯを回収しデポジットを返却する。ただし、一体型ＰＡＳＭＯを除く。 

 ２ 前項の取扱いを行う場合は、新たなＰＡＳＭＯの再発行後とする。 

 ３ 前各項の場合、ＰＡＳＭＯの記名人本人であることを公的証明書等により確認しデポジットを返却する。 

 

（使用停止状態になったカード発見時の取扱い） 

第５１条 旅客からＰＡＳＭＯが使用停止状態になった旨の申し出があった場合は、当該ＰＡＳＭＯと引き換えにＩ

Ｃ定期乗車券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書を発行し、運輸部長に報告する。 

 ２ 前項にかかわらず、使用停止状態になったＰＡＳＭＯが一体型ＰＡＳＭＯであった場合は、当該ＰＡＳＭＯを

回収しない。なお、当該ＰＡＳＭＯに定期乗車券または企画乗車券が付加されているときは、ＩＣ定期乗車券代

用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書を発行する。 

 

 

第５編 ＩＣカード乗車券の相互利用 

 

（ＰＡＳＭＯ取扱事業者以外の鉄道会社が発売したＩＣカードによる乗車等の取扱いに関する準用規定） 

第５２条 ＰＡＳＭＯ取扱事業者以外の鉄道会社が発売したＩＣカードで、当社線において乗車等の取扱いをする場

合は、「ＩＣカード乗車券」取扱うこととし，以下の規定に準じる。 

(１) 規則第３０条第１項第１号から第３号に定めるＩＣカードについては第５条から第１０条まで、第１２条、第

１３条第１項、第１４条、第１６条第３号（再発行整理票交付手続に限る）、第１８条、第１９条、第２５条から

第２８条、第３１条、第３７条、第３８条第３項、第４３条、第４４条、第４７条から第４９条の規定を準用す

る。 

(２) 規則第３０条第１項第４号から第１２号に定めるＩＣカードについては第５条から第７条まで、第９条、第１

０条（ただし一部機器を除く）、第１２条、第１３条第１項（ただし一部機器を除く）第１８条、第１９条、第２

５条、第２７条、第２８条、第４８条、第４９条の規定を準用する。 

 

 

 

 

第４編 特殊取扱い 

 

（改札機等への誤タッチの取扱い） 

第４８条 旅客が誤ってタッチした等の事由により改札機等で運賃が減額された場合は、その事実が確認でき、事情

気の毒と認められるときに限り、特例として減額した運賃を払いもどしし、別途実際乗車区間の普通旅客運賃を

収受することがある。 

 

（改札機等へのタッチ未了の取扱い） 

第４９条 旅客が誤ってタッチ未了等の事由により改札機等で運賃の減額ができない場合は、その事実が確認でき、

事情気の毒と認められるときに限り、規則第２０条第２号の規定にかかわらず、別途実際乗車区間の普通旅客運

賃を収受することがある。 

 

（紛失カード発見時の取扱い） 

第５０条 旅客が、ＰＡＳＭＯの紛失再発行後に紛失したＰＡＳＭＯを発見した旨の申し出があった場合は、当該Ｐ

ＡＳＭＯを回収しデポジットを返却する。ただし、一体型ＰＡＳＭＯを除く。 

 ２ 前項の取扱いを行う場合は、新たなＰＡＳＭＯの再発行後とする。 

 ３ 前各項の場合、ＰＡＳＭＯの記名人本人であることを公的証明書等により確認しデポジットを返却する。 

 

（使用停止状態になったカード発見時の取扱い） 

第５１条 旅客からＰＡＳＭＯが使用停止状態になった旨の申し出があった場合は、当該ＰＡＳＭＯと引き換えにＩ

Ｃ定期乗車券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書を発行し、運輸部長に報告する。 

 ２ 前項にかかわらず、使用停止状態になったＰＡＳＭＯが一体型ＰＡＳＭＯであった場合は、当該ＰＡＳＭＯを

回収しない。なお、当該ＰＡＳＭＯに定期乗車券または企画乗車券が付加されているときは、ＩＣ定期乗車券代

用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書を発行する。 

 

 

第５編 ＩＣカード乗車券の相互利用 

 

（ＰＡＳＭＯ取扱事業者以外の鉄道会社が発売したＩＣカードによる乗車等の取扱いに関する準用規定） 

第５２条 ＰＡＳＭＯ取扱事業者以外の鉄道会社が発売したＩＣカードで、当社線において乗車等の取扱いをする場

合は、「ＩＣカード乗車券」取扱うこととし，以下の規定に準じる。 

(１) 規則第３０条第１項第１号から第３号に定めるＩＣカードについては第５条から第１０条まで、第１２条、第

１３条第１項、第１４条、第１６条第３号（再発行整理票交付手続に限る）、第１８条、第１９条、第２５条から

第２８条、第３１条、第３７条、第３８条第３項、第４３条、第４４条、第４７条から第４９条の規定を準用す

る。 

(２) 規則第３０条第１項第４号から第１２号に定めるＩＣカードについては第５条から第７条まで、第９条、第１

０条（ただし一部機器を除く）、第１２条、第１３条第１項（ただし一部機器を除く）第１８条、第１９条、第２

５条、第２７条、第２８条、第４８条、第４９条の規定を準用する。 

 

 

 

 



附 則 

この規定は、平成１９年３月１８日から施行する。 

この規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

この規定は、平成２７年２月１０日から施行する。 

この規定は、平成２８年３月１２日から施行する。 

この規定は、平成３０年３月１７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規定は、平成１９年３月１８日から施行する。 

この規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

この規定は、平成２７年２月１０日から施行する。 

この規定は、平成２８年３月１２日から施行する。 

この規定は、平成３０年３月１７日から施行する。 

附 則 

この規定は、令和３年３月１３日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１号  ＰＡＳＭＯ・定期券購入申込書（兼 個人情報変更申込書）の様式 

表 

 

  

裏 

 

 

備考 必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

別表第１号  ＰＡＳＭＯ・定期券購入申込書（兼 個人情報変更申込書）の様式 

表 

 

  

裏 

 

 

備考 必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 



別表第２号  ＰＡＳＭＯ再発行・払いもどし・定期券消去申請書の様式 

 

表                        裏 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２号  ＰＡＳＭＯ再発行・払いもどし・定期券消去申請書の様式 

 

表                        裏 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



紛失再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと
ができます。 

○○電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・再発行手数料 
・再発行するカードのデポジット 
・公的証明書等（免許証など） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内 に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見
されても、そのカードは使用できません。 
新しいカードの再発行後、最寄のＰＡＳＭＯ取 
扱事業者の窓口にお持ちください。 
引換えにデポジットを返却いたします。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

 

紛失再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと
ができます。 

○○電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・再発行手数料 
・再発行するカードのデポジット 
・公的証明書等（免許証など） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内 に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見
されても、そのカードは使用できません。 
新しいカードの再発行後、最寄のＰＡＳＭＯ取 
扱事業者の窓口にお持ちください。 
引換えにデポジットを返却いたします。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

 

別表第３号  紛失再発行整理票 

 

   単機能 鉄道定期券・企画券情報なし      単機能 鉄道定期券・企画券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３号  紛失再発行整理票 

 

   単機能 鉄道定期券・企画券情報なし      単機能 鉄道定期券・企画券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紛失再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うことが
できます。 
          最寄のＰＡＳＭＯ取扱事業者   
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・再発行手数料 
・再発行するカードのデポジット 
・公的証明書等（免許証等） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見 
されても、そのカードは使用できません。 
新しいカードの再発行後、最寄のＰＡＳＭＯ取 
扱事業者の窓口にお持ちください。 
引換えにデポジットを返却いたします。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４       株式会社ゆりかもめ 
 

紛失再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うことが
できます。 
          最寄のＰＡＳＭＯ取扱事業者   
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・再発行手数料 
・再発行するカードのデポジット 
・公的証明書等（免許証等） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見 
されても、そのカードは使用できません。 
新しいカードの再発行後、最寄のＰＡＳＭＯ取 
扱事業者の窓口にお持ちください。 
引換えにデポジットを返却いたします。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４       株式会社ゆりかもめ 
 



 

  一体型 鉄道定期券・企画券情報なし     一体型 鉄道定期券・企画券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一体型 鉄道定期券・企画券情報なし     一体型 鉄道定期券・企画券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紛失再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

最寄のＰＡＳＭＯ取扱事業者 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・新しく受領したカード 
・再発行手数料 
・公的証明書等（免許証など） 
・ご案内状 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
※再発行手数料は、再発行時に現金でお支払い 
ください。 
 
■再発行は、お客さまが新しいカードを受領し 
た後に行うことができます。 
■ＰＡＳＭＯ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見 
されてもそのカードのＰＡＳＭＯ機能は使用で 
きません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、本整理票発行日の翌日以 
降にバス定期券発行事業者の取扱窓口まで本整 
理票と公的証明書等をご持参ください。 
ＩＣ定期券・企画券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預
かり書を発行いたします。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

紛失再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

○○電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・新しく受領したカード 
・代用磁気定期券（発行した場合） 
・ＩＣ定期券・企画券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお
預かり書（発行した場合） 

・再発行手数料 
・公的証明書等（免許証など） 
・ご案内状 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので 大切に保管してください。 
※再発行手数料は、再発行時に現金でお支払い 
ください。 
 
■再発行は、お客さまが新しいカードを受領し 
た後に行うことができます。 
■ＰＡＳＭＯ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見 
されてもそのカードのＰＡＳＭＯ機能は使用で 
きません。 

■カードを再発行するまでの間、鉄道定期券・企

画券区間内またはバス定期券をご利用される場

合は、本整理票発行日の翌日以降に鉄道定期券・

企画券発行事業者（上記記載）の取扱窓口、バス

定期券発行事業者の取扱窓口まで本整理票と公

的証明書等をご持参ください。 

鉄道定期券に対しては代用磁気定期券を、鉄道企

画券・バス定期券にはＩＣ定期券・企画券代用乗

車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書を発行いたします。 

 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

紛失再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

最寄のＰＡＳＭＯ取扱事業者 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・新しく受領したカード 
・再発行手数料 
・公的証明書等（免許証など） 
・ご案内状 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
※再発行手数料は、再発行時に現金でお支払い 
ください。 
 
■再発行は、お客さまが新しいカードを受領し 
た後に行うことができます。 
■ＰＡＳＭＯ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見 
されてもそのカードのＰＡＳＭＯ機能は使用で 
きません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、本整理票発行日の翌日以 
降にバス定期券発行事業者の取扱窓口まで本整 
理票と公的証明書等をご持参ください。 
ＩＣ定期券・企画券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預
かり書を発行いたします。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

紛失再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

○○電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・新しく受領したカード 
・代用磁気定期券（発行した場合） 
・ＩＣ定期券・企画券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお
預かり書（発行した場合） 

・再発行手数料 
・公的証明書等（免許証など） 
・ご案内状 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので 大切に保管してください。 
※再発行手数料は、再発行時に現金でお支払い 
ください。 
 
■再発行は、お客さまが新しいカードを受領し 
た後に行うことができます。 
■ＰＡＳＭＯ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見 
されてもそのカードのＰＡＳＭＯ機能は使用で 
きません。 

■カードを再発行するまでの間、鉄道定期券・企

画券区間内またはバス定期券をご利用される場

合は、本整理票発行日の翌日以降に鉄道定期券・

企画券発行事業者（上記記載）の取扱窓口、バス

定期券発行事業者の取扱窓口まで本整理票と公

的証明書等をご持参ください。 

鉄道定期券に対しては代用磁気定期券を、鉄道企

画券・バス定期券にはＩＣ定期券・企画券代用乗

車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書を発行いたします。 

 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 



紛失再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

△△電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・再発行手数料 
・再発行するカードのデポジット 
・公的証明書等（免許証など） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内 に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見
されても、そのカードは使用できません。 
新しいカードの再発行後、再発行取扱事業者の 
窓口にお持ちください。 
引換えにデポジットを返却いたします。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

紛失再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行の取扱いについては、カード紛失時の 
お問合せ窓口にご確認ください。 
 
■本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
■Ｓｕｉｃａ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見 
されてもそのカードのＳｕｉｃａ機能は使用で 
きません。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

紛失再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

△△電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・再発行手数料 
・再発行するカードのデポジット 
・公的証明書等（免許証など） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内 に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見
されても、そのカードは使用できません。 
新しいカードの再発行後、再発行取扱事業者の 
窓口にお持ちください。 
引換えにデポジットを返却いたします。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

紛失再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行の取扱いについては、カード紛失時の 
お問合せ窓口にご確認ください。 
 
■本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
■Ｓｕｉｃａ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■再発行のお申込み後に紛失したカードを発見 
されてもそのカードのＳｕｉｃａ機能は使用で 
きません。 
■お申込みを行う前に生じた損害、及び本整 
理票発行日における払いもどしやＳＦの使用等 
で生じた損害については、責任を負いかねます。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

 

    単機能 鉄道定期券情報（あり・なし）   一体型 鉄道定期券情報（あり・なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１ 用紙については、ジャーナルを使用するので、縦については、その都度の長さとなる。 

２ 必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    単機能 鉄道定期券情報（あり・なし）   一体型 鉄道定期券情報（あり・なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１ 用紙については、ジャーナルを使用するので、縦については、その都度の長さとなる。 

２ 必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第４号  障害再発行整理票 

 

単機能 鉄道定期券・企画券情報なし        単機能 鉄道定期券・企画券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第４号  障害再発行整理票 

 

単機能 鉄道定期券・企画券情報なし        単機能 鉄道定期券・企画券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

最寄のＰＡＳＭＯ取扱事業者 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・現在お持ちのカード 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。１４日を過ぎた場 
合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、現在お持ちのカードと本 
整理票の他に「ＩＣ定期券内容控」をあわせて 
乗務員に呈示してご乗車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４       株式会社ゆりかもめ 
 

     障害再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

○○電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・現在お持ちのカード 
・ＩＣ定期券・企画券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお
預かり書（以下、「代用証」といいます。発行し
た場合のみご持参ください。） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できません 
ので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、鉄道定期券・企
画券区間内をご利用される場合は、現在お持ちの
カードの定期券・企画券内容が印字された面と本
整理票（代用証を発行した場合は、代用証のみ）
を係員に呈示し、バス定期券をご利用される場合
は、現在お持ちのカードと本整理票の他に「ＩＣ
定期券内容控」をあわせて乗務員に呈示してご乗
車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 
 

障害再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

最寄のＰＡＳＭＯ取扱事業者 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・現在お持ちのカード 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。１４日を過ぎた場 
合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、現在お持ちのカードと本 
整理票の他に「ＩＣ定期券内容控」をあわせて 
乗務員に呈示してご乗車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４       株式会社ゆりかもめ 
 

     障害再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

○○電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・現在お持ちのカード 
・ＩＣ定期券・企画券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお
預かり書（以下、「代用証」といいます。発行し
た場合のみご持参ください。） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できません 
ので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、鉄道定期券・企
画券区間内をご利用される場合は、現在お持ちの
カードの定期券・企画券内容が印字された面と本
整理票（代用証を発行した場合は、代用証のみ）
を係員に呈示し、バス定期券をご利用される場合
は、現在お持ちのカードと本整理票の他に「ＩＣ
定期券内容控」をあわせて乗務員に呈示してご乗
車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 
 



 

一体型 鉄道定期券・企画券情報なし      一体型 鉄道定期券・企画券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一体型 鉄道定期券・企画券情報なし      一体型 鉄道定期券・企画券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 
     最寄のＰＡＳＭＯ取扱事業者 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・新しく受領したカード 
・現在お持ちのカード 
・ご案内状 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、お客さまが新しいカードを受領し 
た後に行うことができます。 
■ＰＡＳＭＯ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の 利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、現在お持ちのカードと本 
整理票の他に「ＩＣ定期券内容控」をあわせて 
乗務員に呈示してご乗車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

障害再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

○○電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・新しく受領したカード 
・現在お持ちのカード 
・ＩＣ定期券・企画券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお
預かり書（以下、「代用証」といいます。発行した
場合のみご持参ください。） 
・ご案内状 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
 んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、お客さまが新しいカードを受領し 
た後に行うことができます。 
■ＰＡＳＭＯ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、鉄道定期券・企
画券区間内をご利用される場合は、現在お持ちの
カードの定期券・企画券内容が印字された面と本
整理票（代用証を発行した場合は、代用証のみ）
を係員に呈示し、バス定期券をご利用される場合
は、現在お持ちのカードと本整理票の他に「ＩＣ
定期券内容控」をあわせて乗務員に呈示してご乗
車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

 

障害再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 
     最寄のＰＡＳＭＯ取扱事業者 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・新しく受領したカード 
・現在お持ちのカード 
・ご案内状 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、お客さまが新しいカードを受領し 
た後に行うことができます。 
■ＰＡＳＭＯ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の 利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、現在お持ちのカードと本 
整理票の他に「ＩＣ定期券内容控」をあわせて 
乗務員に呈示してご乗車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

障害再発行整理票 
【ＰＡＳＭＯ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＰＢ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

○○電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・新しく受領したカード 
・現在お持ちのカード 
・ＩＣ定期券・企画券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお
預かり書（以下、「代用証」といいます。発行した
場合のみご持参ください。） 
・ご案内状 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
 んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、お客さまが新しいカードを受領し 
た後に行うことができます。 
■ＰＡＳＭＯ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、鉄道定期券・企
画券区間内をご利用される場合は、現在お持ちの
カードの定期券・企画券内容が印字された面と本
整理票（代用証を発行した場合は、代用証のみ）
を係員に呈示し、バス定期券をご利用される場合
は、現在お持ちのカードと本整理票の他に「ＩＣ
定期券内容控」をあわせて乗務員に呈示してご乗
車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

 



 

単機能 鉄道定期券情報なし           単機能 鉄道定期券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単機能 鉄道定期券情報なし           単機能 鉄道定期券情報あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

◇◇鉄道 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・現在お持ちのカード 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、現在お持ちのカードと本 
整理票の他に「ＩＣ定期券内容控」をあわせて 
乗務員に呈示してご乗車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

     障害再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

◇◇電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・現在お持ちのカード 
・ＩＣ定期券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり 
書（以下、「代用証」といいます。発行した場 
合のみご持参ください。） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、鉄道定期券区 
間内をご利用される場合は、現在お持ちのカー 
ドの定期券内容が印字された面と本整理票（代 
用証を発行した場合は、代用証のみ）を係員に 
呈示し、バス定期券をご利用される場合は、現 
在お持ちのカードと本整理票の他に「ＩＣ定期 
券内容控」をあわせて乗務員に呈示してご乗車 
ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

障害再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

◇◇鉄道 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・現在お持ちのカード 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、現在お持ちのカードと本 
整理票の他に「ＩＣ定期券内容控」をあわせて 
乗務員に呈示してご乗車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

     障害再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行は以下の事業者の取扱窓口で行うこと 
ができます。 

◇◇電鉄 
 
■再発行の際は、以下をご持参ください。 
・本整理票 
・現在お持ちのカード 
・ＩＣ定期券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり 
書（以下、「代用証」といいます。発行した場 
合のみご持参ください。） 
※本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
 
■再発行は、本整理票発行日の翌日から１４日 
以内に行うことができます。 
１４日を過ぎた場合は、再度お申込みください。 
■鉄道・バス乗車券、電子マネーの利用停止措 
置のみ行いました。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、鉄道定期券区 
間内をご利用される場合は、現在お持ちのカー 
ドの定期券内容が印字された面と本整理票（代 
用証を発行した場合は、代用証のみ）を係員に 
呈示し、バス定期券をご利用される場合は、現 
在お持ちのカードと本整理票の他に「ＩＣ定期 
券内容控」をあわせて乗務員に呈示してご乗車 
ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 



 

一体型 鉄道定期券情報（あり・なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１ 用紙については、ジャーナルを使用するので、縦については、その都度の長さとなる。 

２ 必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一体型 鉄道定期券情報（あり・なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１ 用紙については、ジャーナルを使用するので、縦については、その都度の長さとなる。 

２ 必要に応じ些少の変更又は必要事項を加えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行の取扱いについては、カード障害時の 
お問い合せ窓口にご確認ください。 
 
■本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
■Ｓｕｉｃａ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、現在お持ちのカードと本 
整理票の他に「ＩＣ定期券内容控」をあわせて 
乗務員に呈示してご乗車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 

 障害再発行整理票 
【Ｓｕｉｃａ】【一体型】 
取扱年月日     ００００年００月００日 

時刻          ００時００分 
 
整理番号 
ＪＥ１２３－４５６７－８９０１－２３４５ 
■再発行の取扱いについては、カード障害時の 
お問い合せ窓口にご確認ください。 
 
■本整理票を紛失した場合は、再発行できませ 
んので大切に保管してください。 
■Ｓｕｉｃａ機能（鉄道・バス乗車券、電子マ 
ネー）の利用停止措置のみ行いました。 
その他機能（クレジット等）の停止については 
各機能のお問合せ窓口へお申出ください。 
■再発行のお申込みは、取消しできません。 
■カードを再発行するまでの間、バス定期券を 
ご利用される場合は、現在お持ちのカードと本 
整理票の他に「ＩＣ定期券内容控」をあわせて 
乗務員に呈示してご乗車ください。 
 
 
 

○○駅 窓処 
０１コーナ、０２号機 
NO，１２３４      株式会社ゆりかもめ 
 



別表第５号  ＩＣ定期乗車券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏無地） 

 

備考 １ 発行の際は、カーボン紙を使用する。 

   ２ ３片制とし、甲片は旅客用、乙片は本社用、丙片は駅控用とする。 

   ３ 甲片に営業規則第 186 条で定める地模様を淡緑色で印刷する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第５号  ＩＣ定期乗車券代用乗車証兼ＰＡＳＭＯお預かり書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏無地） 

 

備考 １ 発行の際は、カーボン紙を使用する。 

   ２ ３片制とし、甲片は旅客用、乙片は本社用、丙片は駅控用とする。 

   ３ 甲片に営業規則第 186 条で定める地模様を淡緑色で印刷する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ゆりかもめ 株式会社ゆりかもめ 



 

別表第６号 ＰＡＳＭＯオートチャージサービス解約・カード分離申請書 

                   表 

      

 

                  裏 

      

 

 

別表第６号 ＰＡＳＭＯオートチャージサービス解約・カード分離申請書 

                   表 

      

 

                  裏 

      

 

 


